浄化槽設置整備補助事業の流れ

１．補助金交付申請　
　　必要書類（下記参照）をそろえ、町浄化槽担当へ提出してください。
1 補助金交付申請書（様式第１号）・誓約書（様式第２号）・浄化槽設置工事費内訳書
浄化槽設置届出書又はし尿浄化槽設置概要書及びそれに添付する書類一式（写）
浄化槽設置に係る誓約書（写）・型式適合認定書別添仕様書及び図面・設置場所の位置図
住宅の求積図又は平面図及び配管図・浄化槽整備士免状の写し・口座振込申請書
登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び登録証（写）・法定検査依頼書（７条・１１条）（写）
2 町外在住者や住所変更を伴う場合、住所を異動する確約書が必要です。
3 住宅等を借りている者が申請する場合、賃貸人の承諾書が必要です。
※交付決定通知までに２週間程度かかりますので、早めの提出をお願いします。

２．交付決定　
　　申請書類一式に問題がなければ、補助金交付決定通知を町から申請者へ送付します。

３．工事着手　
　　交付決定通知が届き次第、工事着工が可能となります。
※事前着工は補助金取り消しとなります。

４．実績報告　
　　浄化槽工事が完了して３０日以内または申請年度の２月末までに実績報告が必要です。
1 実績報告書（様式第６号）・浄化槽設置工事費内訳書・工事写真帳（着手前後・施工中）
保守点検業者及び清掃業者との管理契約書（写）・チェックリスト
2 補助金交付請求書（様式第７号）
3 単独槽撤去事業を行った場合、撤去工程写真（着手前後・施工中）
浄化槽使用廃止届出書（写）、廃棄物マニフェストＥ票（写）を添付してください。
4 くみ取り便槽撤去事業を行った場合、撤去工程写真（着手前後・施工中）
廃棄物マニフェストＥ票（写）を添付してください。

５．検査　
　　完了書類を確認の上、現地確認を行います。（町職員、申請者、施工業者）

６．補助金の支払い　
　　検査を行い、施工及び書類に問題がない場合、原則30日以内に支払を行います。
